
0～430,000円 5,800,000円
500,000円 5,900,000円
600,000円 6,000,000円
700,000円 6,100,000円
800,000円 6,200,000円
900,000円 6,300,000円

1,000,000円 6,400,000円
1,100,000円 6,500,000円
1,200,000円 6,600,000円
1,300,000円 6,700,000円
1,400,000円 6,800,000円
1,500,000円 6,900,000円
1,600,000円 7,000,000円
1,700,000円 7,100,000円
1,800,000円 7,200,000円
1,900,000円 7,300,000円
2,000,000円 7,400,000円
2,100,000円 7,500,000円
2,200,000円 7,600,000円
2,300,000円 7,700,000円
2,400,000円 7,800,000円
2,500,000円 7,900,000円
2,600,000円 8,000,000円
2,700,000円 8,100,000円
2,800,000円 8,200,000円
2,900,000円 8,300,000円
3,000,000円 8,400,000円
3,100,000円 8,500,000円
3,200,000円 8,600,000円
3,300,000円 8,700,000円
3,400,000円 8,800,000円
3,500,000円 8,900,000円
3,600,000円 9,000,000円
3,700,000円 9,100,000円
3,800,000円 9,200,000円
3,900,000円 9,300,000円
4,000,000円 9,400,000円
4,100,000円 9,500,000円
4,200,000円 9,600,000円
4,300,000円 9,700,000円
4,400,000円 9,800,000円
4,500,000円 9,900,000円
4,600,000円 10,000,000円
4,700,000円 10,100,000円
4,800,000円 10,200,000円
4,900,000円 10,300,000円
5,000,000円 10,400,000円
5,100,000円 10,500,000円
5,200,000円 10,600,000円
5,300,000円 10,700,000円
5,400,000円 10,800,000円
5,500,000円
5,600,000円
5,700,000円

　67,073円 　84,873円 635,219円 　　783,510円
　74,479円 　93,980円 645,799円 　　796,520円

令和８年度 世田谷区国民健康保険料早見表

令和7年(R7.1～
R7.12)の所得額

（注１）

加入者1人分年間(４月～３月 12か月分)保険料
令和7年(R7.1～
R7.12)の所得額

（注１）

加入者1人分年間(４月～３月 12か月分)保険料

介護分なし（注２）

（40～64歳以外）
介護分あり
（40～64歳）

介護分なし（注２）

（40～64歳以外）
介護分あり
（40～64歳）

106,219円 133,010円 677,539円 　　835,550円
116,799円 146,020円 688,119円 　　848,560円

　85,059円 106,990円 656,379円 　　809,530円
　95,639円 120,000円 666,959円 　　822,540円

148,539円 185,050円 719,859円 　　887,590円
159,119円 198,060円 730,439円 　　900,439円

127,379円 159,030円 698,699円 　　861,570円
137,959円 172,040円 709,279円 　　874,580円

190,859円 237,090円 762,179円 　　932,179円
201,439円 250,100円 772,759円 　　942,759円

169,699円 211,070円 741,019円 　　911,019円
180,279円 224,080円 751,599円 　　921,599円

233,179円 289,130円 804,499円 　　974,499円
243,759円 302,140円 815,079円 　　985,079円

212,019円 263,110円 783,339円 　　953,339円
222,599円 276,120円 793,919円 　　963,919円

275,499円 341,170円 846,819円 1,016,819円
286,079円 354,180円 857,399円 1,027,399円

254,339円 315,150円 825,659円 　　995,659円
264,919円 328,160円 836,239円 1,006,239円

317,819円 393,210円 889,139円 1,059,139円
328,399円 406,220円 899,719円 1,069,719円

296,659円 367,190円 867,979円 1,037,979円
307,239円 380,200円 878,559円 1,048,559円

360,139円 445,250円 931,459円 1,101,459円
370,719円 458,260円 942,039円 1,112,039円

338,979円 419,230円 910,299円 1,080,299円
349,559円 432,240円 920,879円 1,090,879円

402,459円 497,290円 952,572円 1,122,572円
413,039円 510,300円 955,282円 1,125,282円

381,299円 471,270円 946,432円 1,116,432円
391,879円 484,280円 949,502円 1,119,502円

444,779円 549,330円 956,092円 1,126,092円
455,359円 562,340円 956,362円 1,126,362円

423,619円 523,310円 955,552円 1,125,552円
434,199円 536,320円 955,822円 1,125,822円

487,099円 601,370円 957,172円 1,127,172円
497,679円 614,380円 957,442円 1,127,442円

465,939円 575,350円 956,632円 1,126,632円
476,519円 588,360円 956,902円 1,126,902円

529,419円 653,410円 958,252円 1,128,252円
539,999円 666,420円 958,522円 1,128,522円

508,259円 627,390円 957,712円 1,127,712円
518,839円 640,400円 957,982円 1,127,982円

571,739円 705,450円 959,332円 1,129,332円
582,319円 718,460円 959,602円 1,129,602円

550,579円 679,430円 958,792円 1,128,792円
561,159円 692,440円 959,062円 1,129,062円

592,899円 731,470円 959,872円 1,129,872円
603,479円 744,480円

10,900,000円 960,000円
世帯最高限度額（注３）

1,130,000円
世帯最高限度額（注３）

614,059円 757,490円
624,639円 770,500円

・この早見表は、「概算」の保険料です。実際の保険料とは異なる場合が

ございます。また、世帯ではなく1人分の年間（１２か月分）保険料です。

（注１）ここでいう所得額とは、各種収入金額から必要経費等を差し引いた後の金額で、複数の所得がある場合は、その合計額となります。給与所得におけ

る所得金額調整控除、分離課税所得における特別控除がある場合は、それぞれ控除後の金額を用います。繰越損失等がある場合は、その控除後の金額となり

ます。ただし、雑損失の繰越控除は適用しません。

（注２）こども（18歳に達する日以降の3月31日までの間にある方）は、子ども・子育て支援金分保険料のうち、均等割額が全額軽減されるため、上記金額か

ら1,873円差し引いた金額が年間の保険料となります。また、65歳以上の方の介護保険料は、国保の保険料とは別に個人で納めます。

（注３）最高限度額は世帯単位の金額です。（例）世帯主・世帯員ともに35歳、所得4,800,000円の場合、早見表では529,419円×２で1,058,838円ですが、世

帯の保険料は960,000円となります。



「令和８年度世田谷区国民健康保険料早見表」を確認する際は、令和７年中（令和７年１月～

12月）の所得がわかる以下の書類をご用意ください。収入と所得の間違いにご注意ください。 
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注意事項 

・この早見表は、世田谷区における概算の保険料です。実際の保険料と異なる場合が

あります。 

・実際の保険料は、原則毎年度7月から翌年3月までの9回に分けて納付していた

だきます(一括払いも可能)。そのため各月の納付額は、約1.33か月分になります。 

・早見表の保険料は、未就学児や均等割等の各種軽減が適用されていない金額にな

ります。 

 

 

確定申告 
 
 
 
 

 

 

 

 

給与所得の源泉徴収票 
 

 

 

 

 

 

「給与所得控除後の金額」を、オモテ

面の令和７年の所得額の欄と照らし合

わせてください。 

※源泉徴収票が複数枚ある場合は支払金額を

合算した後に給与所得を算出するため、給与

所得控除後の金額とは一致しません。 

 

 【世田谷区国民健康保険料の試算】 【保険料の計算方法】 

 区 HP 297  区 HP 30111 

「第１表所得金額等⑫の金額」をオモ

テ面の令和７年の所得額の欄と照ら

し合わせてください。 
 

ただし、分離課税(第３表や第４表)が

ある場合、分離課税の各所得額から繰

越損失額を引いた額も合算してくだ

さい。 

◆保険料の計算方法や詳細な保険料額を試算したい場合、区のホームページをご参照ください。 

 


